
 

 

 
広
島
県
青
少
年
環
境
整
備
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
規
則
第
十
四
号 

 

広
島
県
青
少
年
環
境
整
備
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

広
島
県
青
少
年
環
境
整
備
審
議
会
規
則
（
平
成
四
年
広
島
県
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 
 

広
島
県
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
規
則 

 

第
一
条
中
「
第
四
十
四
条
第
六
項
」
を
「
第
四
十
四
条
第
八
項
」
に
、
「
広
島
県
青
少
年
環
境
整
備
審
議

会
」
を
「
広
島
県
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
部
会
） 

第
四
条 

部
会
に
属
す
る
委
員
は
、
会
長
が
指
名
す
る
。 

２ 

部
会
に
部
会
長
を
置
き
、
そ
の
部
会
に
属
す
る
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。 

３ 

部
会
長
は
、
部
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。 

４ 

部
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
部
会
に
属
す
る
委
員
の
う
ち
か
ら
部
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る 

委
員
が
そ
の
職
務
を
行
う
。 

５ 

前
条
の
規
定
は
、
部
会
の
会
議
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
の
規
定
中
「
審
議 

会
」
と
あ
る
の
は
「
部
会
」
と
、
「
会
長
」
と
あ
る
の
は
「
部
会
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


